
●
津
波
避
難
タ
ワ
ー
設
置
及

び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
制

定　
津
波
避
難
施
設
と
し
て
設
置
し

た
６
基
の
津
波
避
難
タ
ワ
ー
の
管

理
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
。  

　 

　
　 

可
決
（
全
員
）

●
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部

改
正

　
ふ
る
さ
と
納
税
事
務
の
内
製
化

に
伴
い
、
返
礼
品
提
供
事
業
者
が

出
荷
伝
票
作
成
事
務
を
町
に
依
頼

す
る
場
合
に
手
数
料
が
発
生
す
る

こ
と
に
な
っ
た
た
め
の
条
例
の
一

部
改
正
。 

　
　  

　
可
決
（
全
員
）

●
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及

び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の

運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

　
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行

規
則
、
特
定
教
育
・
保
育
施
設
、

及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運

営
に
関
す
る
基
準
の
改
正
に
よ

り
、
支
給
認
定
時
の
手
続
き
に
つ

い
て
の
条
例
の
一
部
改
正
。

　
　
　
　
　
　
　  

可
決
（
全
員
）

●
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改

正　
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
が
平
成
29
年
６
月
２
日

に
公
布
さ
れ
、
平
成
29
年
７
月
１

日
か
ら
の
施
行
に
伴
う
条
例
の
一

部
改
正
。
　
　
　
　 

可
決
（
全
員
）

  
条
例
の
制
定
１
件

　
　
　
一
部
改
正
３
件

▲万行地区（右側には新想定前に建設の

タワーが並立。左奥は新町地区タワー）

▼早咲地区

▲新町地区

▼横浜地区

▼佐賀地区

▼天日塩

ふるさと納税返礼品で

人気の品々の一例

▼せとか

▲カツオのわら焼きタタキ

町内６カ所に設置の
避難タワー

2017.11.110

▼浜の宮地区


